
愛知県融資制度＜経済環境適応資金＞ 

パワーアップ資金 

【企業立地・地域未来投資】 

県内に立地しようとする中小企業者を応援します！ 

資金使途・限度額

①に該当する場合は、工場等の立地に必要な設備資金及び運転資金 

②に該当する場合は、地域未来投資促進法に基づく承認を受けた地域経済牽

引事業計画の実施に必要な設備資金及び運転資金 

＜限度額：２億円＞

融資期間・利率 
１年超３年以内 年１．０％以内  ３年超５年以内 年１．１％以内 

５年超７年以内 年１．２％以内  ７年超 10 年以内 年１．３％以内 

10 年超 15 年以内 年１．５％以内（７年超は設備資金のみ） 

信用保証 
原則として、保証協会による信用保証を要します。 
（上記②の場合、通常の保証限度額とは別枠の地域経済牽引事業関連
保証を受けられます。）

保証料率 

上記①の場合、中小企業に関するデータベースである「ＣＲＤ」の評価結果に基づき、次のいずれ

かの料率となります。 

上記②の場合、0.67％となります。 

料率区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

保証料率 1.74 1.56 1.40 1.25 1.05 0.85 0.69 0.53 0.38

返済方法 分割返済（１年以内の据置期間を設けることができます。） 

担 保 原則として、不要です。 

保証人 原則として、法人代表者以外の連帯保証は不要です。 

責任共有制度 対象 

申込み書類 

①に該当する場合、知事の証明を受けたパワーアップ資金（企業立地・未来投
資）事業計画書[様式第 17]（裏面に掲載） 
②に該当する場合、地域未来投資促進法に基づく知事又は主務大臣の承認を
受けた申請書及び計画書並びに承認地域経済牽引事業を実施している旨につ
いて県の確認を受けた書類

対象となるかた 

①製造業、物流業（道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサ

ービス業に限る。）、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を営んで

おり、県内の工場適地等に工場等を立地する中小企業者 

②地域未来投資促進法に基づく知事又は主務大臣の承認を受けている中小企業者 

略称「環立適」

「環未来」

制度の概要



（平成 30 年 4 月） 

銀行
三菱ＵＦＪ、みずほ、三井住友、りそな、横浜、第四、八十二、北陸、 

北國、静岡、清水、大垣共立、十六、三重、百五、滋賀、京都、近畿大阪、

山口、百十四、伊予、愛知、名古屋、中京、第三、関西アーバン

信用金庫
愛知、豊橋、岡崎、いちい、瀬戸、半田、知多、豊川、豊田、碧海、 

西尾、蒲郡、尾西、中日、東春、岐阜、大垣西濃、東濃、桑名

信用組合 豊橋商工、愛知県中央

政府系 商工組合中央金庫

[（企業立地・地域未来投資）事業計画書の証明、地域未来投資促進法に基づく承認について］

愛知県産業労働部産業立地通商課 立地推進グループ 052-954-6372 

[制度融資について] 愛知県産業労働部中小企業金融課 融資グループ 052-954-6333 

[信用保証について] 愛知県信用保証協会 総合相談窓口 0120-454-754 

取扱金融機関 

問い合わせ先 

様式は下記 Web ページからダウン

ロードすることができます。 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki

/kinyu/yushi.html 


